
 

近

代

の

市

町

村

は

明

治

二

二

（

一

八

八

九

）

年

施

行

の

市

制

・

町

村

制

で

初

め

て

法

制

化

さ

れ

、

昭

和

二

二

（

一

九

四

七

）

年

の

現

憲

法

と

地

方

自

治

法

に

よ

り

、「
民

主

主

義

の

学

校

」

と

な

り

う

る

制

度

的

枠

組

を

与

え

ら

れ

ま

し

た

。 
 

こ

の

間

、

各

町

村

が

執

り

行

っ

て

き

た

行

政

実

績

は

、

年

次

報

告

で

あ

る

『

事

務

報

告

書

』

に

ま

ず

は

ま

と

め

ら

れ

ま

し

た

。

な

ぜ

な

ら

、

町

村

制

と

い

う

法

令

の

第

一

〇

八

条

に

、「
予

算

表

ヲ

町

村

会

ニ

提

出

ス

ル

ト

キ

ハ

町

村

長

ハ

併

セ

テ

其

町

村

事

務

報

告

書

及

財

産

明

細

帳

ヲ

提

出

ス

可

シ

」

と

明

文

規

定

が

あ

り
（

市

制

も

同

様

）
、
町

村

長

に

は

、

次

年

度

予

算

を

審

議

す

る

議

会

に

こ

れ

を

提

出

す

る

義

務

が

あ

っ

た

か

ら

で

す

。

こ

の

『

報

告

書

』

と

『

明

細

帳

』

は

、

議

員

に

開

示

す

べ

き

行

政

側

の

実

績

一

覧

・

自

己

評

価

で

し

た

か

ら

、

自

治

体

史

を

ま

と

め

る

際

に

も

基

本

史

料

と

な

る

公

文

書

で

す

。 
 

地

方

自

治

法

に

は

、

同

様

の

明

文

規

定

は

な

い

の

で

す

が

、

戦

前

以

来

の

ス

タ

イ

ル

が

同

法

以

後

も

全

国

的

に

踏

襲

さ

れ

て

お

り

、

事

情

は

あ

ま

り

変

わ

り

ま

せ

ん

。 
 

と

こ

ろ

が

、

現

高

砂

市

域

で

み

る

と

、

昭

和

二

九

年

合

併

以

前

の

各

町

村

で

作

成

さ

れ

た

は

ず

の

報

告

書

は

、

市

役

所

で

保

管

さ

れ

て

い

な

い

も

の

が

驚

く

ほ

ど

多

い

の

で

す

。

伝

存

件

数

が

町

村

毎

に

大

き

く

異

な

る

こ

と

か

ら

み

て

も

、

合

併

時

に

散

逸

し

た

の

で

は

な

く

、

旧

町

村

時

代

の

保

管

体

制

に

そ

れ

ぞ

れ

問

題

が

あ

っ

た

よ

う

で

す

。

高

砂

・

荒

井

・

伊

保

・

曽

根

の

四

町

村

で

み

る

と

、

合

併

ま

で

六

五

年

あ

り

ま

す

が

、

そ

れ

ぞ

れ

二

八

件

、

二

七

件

、

二

七

件

、

六

四

件

が

伝

存

数

で

、

高

砂

・

荒

井

・

伊

保

の

伝

存

率

は

せ

い

ぜ

い

四

割

強

で

す

。

た

だ

、

似

た

状

況

は

全

国

的

に

あ

り

、

こ

れ

は

時

代

の

問

題

で

も

あ

り

ま

す

。 
 

さ

て

こ

こ

で

、

内

容

的

に

最

も

ボ

リ

ュ

ー

ム

の

あ

る

旧

高

砂

町

の

報

告

書

か

ら

、

戦

中

・

戦

後

の

町

勢

な

い

し

町

政

に

関

わ

る

若

干

の

「

数

字

」

を

拾

い

出

し

、

同

報

告

書

の

重

要

性

を

改

め

て

強

調

し

て

お

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 

◇

昭

和

一

九

年

末

現

在

、

町

内

へ

の

縁

故

疎

開

者

＝

一

六

八

人 

◇

昭

和

二

〇

年

、

町

内

で

実

施

さ

れ

た

「

家

屋

疎

開

」

＝

三

四

八

戸 

◇

昭

和

二

五

年

、

町

内

の

許

可

風

俗

営

業

＝

カ

フ

ェ

ー

八

軒

等 

◇

昭

和

二

五

年

現

在

、

町

内

の

社

宅

・

寄

宿

舎

に

住

む

世

帯

数

と

人

数

＝

三

菱

社

宅

（

一

四

九

世

帯

、

六

六

六

人

）
、

鐘

紡

社

宅

（

四

九

七

世

帯

、

二

一

四

〇

人

）
、

同

寄

宿

舎

（

一

四

七

九

人

）

等 
 

（

市

史

編

さ

ん

専

門

委

員 大

森 

実

）  

た 

か 

さ 

ご 

史 

話 

45 

～
な

ぜ

か

、

不

揃

い

の

『

事

務

報

告

書

』

～ 

『
昭
和
二
十
年
高
砂
町
事
務
報
告
書
』

（
全
四
四
ペ
ー
ジ
）
の
表
紙
写
真 

▲


